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論文の内容の要旨

　本研究は，都市・農村域における土地利用の変化を土地所有者や土地購入者などの行動主体による土地利用に

関する意思決定の側面から解明することを目的とした。

　従来の土地利用研究では，変化をもたらす原動力に論及する視点が不十分であった。また，個別でミクロな土

地利用の分析結果を都市域全体といった総合的な観点から議論する必要性が指摘されてきた。そこで，本研究の

対象都市を群馬県前橋市とし，事例地区を都市申心部および市街地周辺地域から選定して，都市域における土地

利用の転換過程を分析した。本研究では，第互章において前橋市の特性を概観し，第I工章において国土数値情報

を用いて都市化の進展を分析した後，事例地区を決定した。第I亙I章および第IV章では，前橋市役所の土地所有

データを用いて事例地区における全ての土地所有者を把握した上で，土地利用変化に直接的一間接的に関与した

行動主体を抽出した。そして，彼らの意思決定の契機・条件・時期を，著者自身による現地調査によって詳細に

分析した。以上により得られたミクロな分析結果を，第V章において，都市化の発展段階の枠組において検討し

た。

　市街地周辺地域の事例地区では，1980年から93年の期聞に農地が減少し，都市的土地利用が急激に増加した。

営農意欲の高い農家は，都市化の著しい事例地区の農地を売却し，市街化調整区域の農地を購入して営農を続け

る方向にあった。また，営農意欲が高ければ，相続後も農業経営が維持される傾向にあった。一方，営農意欲が

低い場合，売却だけでなく，土地活用，放置などの行動も選択された。意思決定者が非農家の場合は，事業の失

敗や土地売却の要請を契機として，土地が売却された。

　都市中心部の事例地区では，1980年と比較して96年には住宅や事務所，最寄晶店舗など低層の建築物が減少し，

それらの跡地は，オフィスビル，駐車場，ホテル，マンションなどへと変容した。個々の行動主体は，店舗・居

住空聞・駐車場などの不足，低金利の融資などを主要な契機として，資金，経営多角化の意思，所有地あるいは

賃借地の面積的な余裕などを条件に意思を決定した。就中，経営の多角化に対する意向は重要であった。多角化

の意向をもつ場合は土地活用などの行動が選択され，意向がない場合は土地売却などが選択されることが確認さ
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れた。

　都市化の発展段階を，純農村的なステージI，景観的には農村的ながら都市化の影響を強く受けるステージI亙，

農業的・都市的土地利用が競合するステージIII，景観的に主要部分が都市的となるステージIV，そして建築物の

高層化が一層進展するステージVの5段階に分類し，意思決定者の数や属性，仲介者の役割などを検討した。初

期の段階では，大部分の土地が農家によって所有され，選択される行動は農地の放棄や売却が主体であった。そ

の後，発展段階の上昇に応じて，意思決定者の数と属性が多様化した。加えて，農家の行動は，ステージIやII

では主として農地の売買に限定されていたが，ステージnIでは，自らの所有地における店舗や事務所ビル経営な

どにも拡大した。すなわち，農家という同一の行動主体が，発展段階の上昇に応じて土地活用という新たな行動

をも選択することが確認された。行動主体の増加は，土地利用の変化をもたらす意思決定の契機や条件の多様化

となって現れ，結果的には，行動主体による意思決定の選択肢が増加し，行動の多様化に連動した。特に，発展

段階がステージWやVへとさらに高度化する際には，伸介者の果たす役割が重要であった。不動産業者のみなら

ず，開発業者や金融業者，さらには行政当局までもが仲介者となることにより，交渉が調整される事例もみられ

た。伸介という特殊な行動は，ステージWないしステージVでのみ特徴的に生起するものであり，都市の成長過

程においては，きわめて重大な役割を担うことが解明された。

審査の結果の要旨

　以上のように，本研究は，土地所有者や土地購入者などの行動主体による土地利用に関する意思決定という視

角から土地利用の変化を分析した。その結果，都市化の発展段階別に種々の行動主体の選択する行動に明確な差

異が存在すること，また，行動主体の種類と数の増加に伴う行動の多様化は発展段階の上昇に寄与することが解

明されたことは，従来の土地利用研究に加えられた新たな知見といえる。

　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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